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（
議
院
運
営
委
員
会
）

国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
二
号

（
衆
議
院
提
出
）
要

）

旨

本
法
律
案
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
育
児
短
時
間
勤
務
制
度
の
創
設
等
に
準
じ
て
、
国
会
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
小
学

校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
育
児
短
時
間
勤
務
の
制
度
を
設
け
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
会
職
員
は
、
本
属
長
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
国
会
職
員
の
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た

め
、
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
一
人
の
育
児
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
が
占
め
る
職
に
、
他
の
一
人
の
育
児
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
を
任
用
す
る
こ
と
を
妨

げ
な
い
。

三
、
育
児
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
の
後
補
充
の
た
め
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
（
非
常
勤
）
を
任
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

、

、

。

四

部
分
休
業
の
対
象
と
な
る
子
を
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
と
し

部
分
休
業
の
名
称
を
育
児
時
間
と
す
る
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五
、
こ
の
法
律
は
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


